
令和 7 年 6 月 27 日  

房 総 信 用 組 合  

 

個人情報保護宣言  

 

当 組 合 で は 、個 人 情 報 保 護 お よ び 個 人 番 号（ 以 下「 個 人 情 報 等 」

と い い ま す 。）の 重 要 性 に 鑑 み 、個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律（ 平

成 15 年 法 律 第 57 号 ）（ 以 下「 法 」と い う 。）、行 政 手 続 に お け る 特

定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律（ 平 成 25 年

5 月 31 日 法 律 第 27 号 ）、特 定 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い に 関 す る ガ

イ ド ラ イ ン 等 の 関 係 法 令 等（ 以 下「 法 令 等 」と い い ま す 。）を 遵 守

し て 以 下 の 考 え 方 に 基 づ き お 客 様 の 個 人 情 報 等 を 厳 格 に 管 理 し 、

適 正 に 取 扱 う と と も に 、 そ の 正 確 性 ・ 機 密 保 持 に 努 め ま す 。  

 ま た 、 本 保 護 宣 言 に つ き ま し て は 、 そ の 内 容 を 適 宜 見 直 し 、 改

善 し て ま い り ま す 。  

 当 組 合 は 、 本 保 護 宣 言 を 当 組 合 の イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の ホ ー ム ペ

ー ジ に 掲 載 し 、 ま た は 、 各 店 舗 の 窓 口 等 に 掲 示 し 、 も し く は 備 え

付 け る こ と に よ り 、 公 表 し ま す 。  

 

１． 個人 情 報の 利用 目的  

当 組 合 は 、 法 令 等 に 基 づ き 、 お 客 様 の 個 人 情 報 等 を 、 別 紙 の

業 務 内 容 な ら び に 利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 で 適 正 に 利 用

し 、そ れ 以 外 の 目 的 で は 、法 等 で 認 め ら れ る 場 合 の ほ か 、利 用

い た し ま せ ん 。  

ま た 、個 人 番 号 に つ い て は 、法 令 等 で 認 め ら れ て い る 利 用 目

的 以 外 で は 利 用 い た し ま せ ん 。  

  な お 、個 人 情 報 の 利 用 目 的 を 変 更 し た 場 合 は 直 ち に 公 表 い

た し ま す 。  

２． 個人 情 報の 適正 な取 得 につ いて  

  当 組 合 で は 、上 記 １ ．で 特 定 し た 利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 な

範 囲 で 、 適 法 か つ 適 正 な 手 段 に よ り 、 例 え ば 、 以 下 の よ う

な 情 報 源 か ら 、 お 客 様 の 個 人 情 報 等 を 取 得 い た し ま す 。 な

お 、 法 第 ２ 条 第 ３ 項 に 定 め る 要 配 慮 個 人 情 報 を 含 む 「 金 融

分 野 に お け る 個 人 情 報 保 護 に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン 」 に 定 め

る 機 微 情 報 は 、 法 令 等 で 認 め ら れ て い る 場 合 以 外 は 、 取 得

い た し ま せ ん 。  

 （ １ ）預 金 口 座 の ご 新 規 申 込 の 際 に お 客 様 に ご 記 入・ ご 提 出

い た だ く 書 類 等 に よ り 、 直 接 提 供 し て い た だ い た 情 報  

 （ ２ ）各 地 手 形 交 換 所 等 の 共 同 利 用 者 や 個 人 信 用 情 報 機 関 等

の 第 三 者 か ら 提 供 さ れ た 情 報  



 （ ３ ）商 品 や サ ー ビ ス の 提 供 を 通 じ て 、お 客 様 か ら お 聞 き し

た 情 報  

 

３． 個人 デ ータ の第 三者 提 供  

   当 組 合 は 、 法 令 等 で 認 め ら れ て い る 場 合 を 除 き 、 お 客 様 の

同 意 な し に お 客 様 の 個 人 デ ー タ を 第 三 者 へ 提 供 い た し ま せ

ん 。 ま た 、 個 人 番 号 を そ の 内 容 に 含 む 特 定 個 人 情 報 に つ い て

は 、 法 令 等 で 認 め ら れ て い な い 限 り 、 お 客 様 の 同 意 が あ っ て

も 、 こ れ を 第 三 者 に 提 供 い た し ま せ ん 。  

   た だ し 、 当 組 合 は 、 外 国 の 法 令 等 の 要 請 に よ り 、 外 国 の 税

務 当 局 等 に 個 人 デ ー タ を 提 供 す る 場 合 が あ り ま す 。当 組 合 は 、

お 客 様 に 当 該 機 関 の 名 称 及 び 所 在 国 、 そ の 他 の 法 令 等 に よ り

必 要 と さ れ る 事 項 に 関 す る 情 報 提 供 を 行 っ た う え で 、 同 意 を

得 る も の と し ま す 。  

 

４ ． 個 人 デ ー タ の委 託  

  当 組 合 は 、 上 記 １ ． の 利 用 目 的 の 範 囲 内 で 、 例 え ば 、 以 下 の

よ う な 場 合 に 、個 人 デ ー タ お よ び 個 人 番 号 に 関 す る 取 扱 い を 外

部 に 委 託 す る こ と が あ り ま す 。そ の 場 合 に は 、適 正 な 取 扱 い を

確 保 す る た め の 契 約 締 結 、 実 施 状 況 の 点 検 な ど を 行 い ま す 。  

（ １ ） お 客 様 に お 送 り す る た め の 書 面 の 印 刷 ま た は 発 送 に 関 わ

る 業 務 を 外 部 に 委 託 す る 場 合  

（ ２ ） 情 報 シ ス テ ム の 運 用 ・ 保 守 に 関 わ る 業 務 を 外 部 に 委 託 す

る 場 合  

 

５． 個人 デ ータ の共 同利 用  

  当 組 合 は 、 上 記 １ ． の 利 用 目 的 の 範 囲 内 で 個 人 デ ー タ を 当 組

合 が 別 紙 に 表 示 す る 特 定 の 者 と 共 同 利 用 し て お り ま す 。 但 し 、

個 人 番 号 を そ の 内 容 に 含 む 特 定 個 人 情 報 に つ い て は 、共 同 利 用

を い た し ま せ ん 。  

 

６． 個人 情 報等 の安 全管 理 措置 に関 する 方 針  

  当 組 合 で は 、取 扱 う 個 人 情 報 等 の 漏 え い ･滅 失 等 の 防 止 そ の 他

の 個 人 情 報 等 の 安 全 管 理 の た め 、組 織 的 安 全 管 理 措 置 、人 的 安

全 管 理 措 置 、物 理 的 安 全 管 理 措 置 、技 術 的 安 全 管 理 措 置 を 講 じ 、

適 正 に 管 理 し ま す 。  

  ま た 、 役 職 員 に は 必 要 な 教 育 と 監 督 を 、 業 務 委 託 先 に 対 し て

は 、個 人 情 報 等 の 安 全 管 理 が 図 ら れ る よ う 必 要 か つ 適 切 な 監 督

に 努 め ま す 。  

  当 組 合 に お け る 個 人 デ ー タ の 安 全 管 理 措 置 に 関 し て は 、 当 組

合 の 内 部 規 程 等 に お い て 定 め て お り ま す が 、主 な 内 容 は 以 下 の

と お り で す 。  

（ １ ） 個 人 デ ー タ の 適 正 な 取 扱 い の 確 保 の た め 、 関 係 法 令 ・



ガ イ ド ラ イ ン 等 を 遵 守 す る と と も に 、個 人 デ ー タ の 取 扱 い

に 関 す る ご 質 問・相 談 お よ び 苦 情 を 受 け 付 け る こ と と し て

い ま す 。  

（ ２ ） 取 得 、 利 用 、 保 存 、 提 供 、 削 除 ・ 廃 棄 等 の 段 階 ご と に 、

取 扱 方 法 、責 任 者 ・ 担 当 者 お よ び そ の 任 務 等 に つ い て 策 定

し て い ま す 。  

（ ３ ） 個 人 デ ー タ の 取 扱 い に 関 す る 責 任 者 を 設 置 す る と と も

に 、個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 職 員 お よ び 当 該 職 員 が 取 り 扱 う

個 人 デ ー タ の 範 囲 を 明 確 化 し 、法 令 等 や 内 部 規 程 等 に 違 反

し て い る 事 実 ま た は そ の お そ れ を 把 握 し た 場 合 の 責 任 者

へ の 報 告 連 絡 体 制 を 整 備 し て い ま す 。ま た 、個 人 デ ー タ の

取 扱 状 況 に つ い て 、 定 期 的 に 自 己 点 検 を 実 施 す る と と も

に 、 他 部 署 に よ る 監 査 を 実 施 し て い ま す 。  

（ ４ ） 個 人 デ ー タ の 取 扱 い に 関 す る 留 意 事 項 に つ い て 、 職 員

に 定 期 的 な 研 修 を 実 施 し て い ま す 。 ま た 、個 人 デ ー タ に つ

い て の 秘 密 保 持 に 関 す る 事 項 を 就 業 規 則 に 記 載 し て い ま

す 。  

（ ５ ） 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 区 域 に お い て 、 職 員 の 入 退 室 管

理 お よ び 持 ち 込 む 機 器 等 の 制 限 を 行 う と と も に 、権 限 を 有

し な い 者 に よ る 個 人 デ ー タ の 閲 覧 を 防 止 す る 措 置 を 実 施

し て い ま す 。 ま た 、 個 人 デ ー タ を 取 り 扱 う 機 器 、電 子 媒 体

お よ び 書 類 等 の 盗 難 ま た は 紛 失 等 を 防 止 す る た め の 措 置

を 講 じ る と と も に 、当 該 機 器 、電 子 媒 体 等 か ら 容 易 に 個 人

デ ー タ が 判 明 し な い よ う 措 置 を 実 施 し て い ま す 。  

（ ６ ） ア ク セ ス 制 御 を 実 施 し て 、 担 当 者 お よ び 取 り 扱 う 個 人

情 報 デ ー タ ベ ー ス 等 の 範 囲 を 限 定 し て い ま す 。ま た 、個 人

デ ー タ を 取 り 扱 う 情 報 シ ス テ ム を 外 部 か ら の 不 正 ア ク セ

ス ま た は 不 正 ソ フ ト ウ ェ ア か ら 保 護 す る 仕 組 み を 導 入 し

て い ま す 。  

 

７． お客 様 から の開 示、 訂 正、 利用 停止 等 のご 請求  

（ １ ） 開 示 の ご 請 求  

    お 客 様 か ら 当 組 合 が 保 有 す る ご 自 身 に 関 す る 個 人 デ ー タ

ま た は 第 三 者 提 供 に 係 る 記 録 の 開 示 の ご 依 頼 が あ っ た 場 合

に は 、 原 則 と し て 開 示 い た し ま す 。  

（ ２ ） 訂 正 等 の ご 請 求  

    お 客 様 か ら 当 組 合 が 保 有 す る ご 自 身 に 関 す る 個 人 デ ー タ

の 訂 正 等（ 訂 正・追 加・削 除 ）の ご 依 頼 が あ っ た 場 合 に は 、

原 則 と し て 訂 正 等 い た し ま す 。  

（ ３ ） 利 用 停 止 等 の ご 請 求  

    お 客 様 か ら 当 組 合 が 保 有 す る ご 自 身 に 関 す る 個 人 デ ー タ

の 利 用 停 止 等（ 利 用 停 止・消 去 ）の ご 依 頼 が あ っ た 場 合（ 法

令 等 に 基 づ く 正 当 な 理 由 に よ る 。）に は 、原 則 と し て 利 用 停

止 等 い た し ま す 。  



（ ４ ） ダ イ レ ク ト メ ー ル 等 の 中 止  

    当 組 合 は 、 当 組 合 か ら の 商 品 ・ サ ー ビ ス の セ ー ル ス に 関

す る ダ イ レ ク ト メ ー ル の 送 付 や お 電 話 等 で の 勧 誘 の ダ イ レ

ク ト ・ マ ー ケ テ ィ ン グ で 、 個 人 情 報 を 利 用 す る こ と に つ い

て 、こ れ を 中 止 す る よ う お 客 様 よ り お 申 出 が あ っ た 場 合 は 、

遅 滞 な く 当 該 目 的 で の 個 人 情 報 の 利 用 を 中 止 い た し ま す 。  

    な お 、（ １ ）、（ ２ ）、（ ３ ）の ご 請 求 に 当 た っ て は 、個 人 デ

ー タ の 重 要 性 に 鑑 み 、 ご 請 求 者 （ 代 理 人 を 含 む ） の 本 人 確

認 を さ せ て い た だ き ま す 。 ご 請 求 手 続 の 詳 細 お よ び ご 請 求

用 紙 が 必 要 な 場 合 は 当 組 合 本 支 店 窓 口 ま で お 申 出 く だ さ

い 。  

８． ご質 問 ・相 談・ 苦情 窓 口  

  当 組 合 で は 、 お 客 様 か ら の ご 質 問 等 に 適 切 に 取 組 ん で 参 り ま

す の で 、 個 人 情 報 の 取 扱 い 等 に 関 す る ご 質 問 等 に つ き ま し て

は 、 以 下 の 窓 口 に お 申 出 く だ さ い 。  

    房 総 信 用 組 合 住 所  千 葉 県 茂 原 市 高 師 町 1 丁 目 10 番 地 5 

        代 表 者   理 事 長     江 澤  康 則  

 

     （ 窓 口 ） 総 務 部   Ｔ ｅ ｌ    04 7 5 -22 -511 1  

              Ｆ ａ ｘ    04 7 5 -23 -977 7  

           ｅ メ ー ル   bo shi n@p e ach. ocn. ne. jp  

 

 

以  上  


